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千葉市農業委員会総会議事録 

 

 
令和元年６月１２日、千葉市農業委員会会長 長谷部 衡平は、令和元年

度第３回千葉市農業委員会総会を千葉中央コミュニティセンター８階千鳥・

海鴎に招集した。 

 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について      ４件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について     １２件 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について(一時転用)      １件 

議案第４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について   １件 

議案第５号 千葉市農用地利用集積計画(案)の決定について    １７件 

議案第６号 農用地利用配分計画（案）の意見について       ３件 

 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について      ５件 

 報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について  １６件 

報告第３号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  ３２件 

報告第４号 農地法第１８条第１項第4号の規定による通知について   １件 

報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による通知について    ２件 

報告第６号 地目変更登記に係る照会に対する回答について    １９件 

報告第７号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第４条）   １件 

報告第８号 千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第５条）   ３件 
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＜出席委員＞（１４名） 

１番 石 井 一 也       ２番 市 原 律 子 

  ３番 横 山 清 亮       ６番 齊 藤 憲 次 

  ７番 浅 川 政 明       ９番 髙 橋 芳 和 

１０番 竹 下 洋 一      １１番 秋 庭 重 樹 

１２番 中 村 浩 道      １３番 西 郡 髙 夫 

１４番 伊 原 茂 久（職務代理者） １５番 齊 藤 元 治 

１６番 長谷部 衡 平（ 会 長 ） １７番 橋 本  泉 

 

＜欠席委員＞（３名） 

  ４番 小 川 友 安       ５番 清 宮 惠理子        

  ８番 長谷川 秀 明 

 

＜事務局説明員＞ 

事 務 局 長  松 浦 良 恵   次  長   岡 本 茂 之 

次 長 補 佐  橘 薗 俊 朗   農地利用最適化推進班長 福 島  悟 

農地保全班長  原 田 賢 一   農地審査班長 江 上 章 子 

農地指導班長   根 本 幸 枝 
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議 長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前審査第１班長 

(伊原班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開  会 （午前１０時３０分） 

 

 ただいまより、令和元年度第３回千葉市農業委員会総会を開会

いたします。 

お手元の会議日程に従いまして、進行させていただきます。 

本日の出席委員は、１７人中１４人で総会は成立しております。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、日程第１「議事録署名人の選出」ですが、議席番号

順となっておりますので、私より指名いたします。 

 

議席番号 ３番  横山 清亮   委員 

議席番号 ６番  齊藤 憲次  委員 

 

のご両名にお願いいたします。 

 

続きまして、日程第２ 議案第１号「農地法第３条の規定によ

る許可申請について」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

議案第１号につきましては、面接を実施いたしましたので、そ

の結果も併せてご説明いたします。 

議案書の１ページをご覧ください。 

お手元の資料１ページと２ページをご参照ください。 

 

本案件は、権利者であります緑区土気町に本店の所在する法人

が、義務者であります緑区土気町に在住の方が所有する緑区土気

町の農地を、新規就農のため賃借権を設定するものです。 

面接した権利者によりますと、当該法人代表者は平成２７年１

２月から農業法人や農家で、施設栽培・果樹栽培・露地栽培の経

験を積み、その後は親戚の農地で露地栽培、出荷作業、販売の経

験を積むとともに、平成３０年には東金にある農業大学校での就

農準備講座を受講済みとのことです。 

申請地の取得後の作目は、落花生、サツマイモ、かぼちゃ、な

どを予定しております。 

 

次に第２項ですが、本件は、第４項まで一体案件ですので、一
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

括してご説明いたします。 

お手元の資料３ページから５ページをご参照ください。 

本案件は、権利者であります山梨県北杜市に本店が所在する法

人が経営規模拡大のため、義務者であります緑区おゆみ野３丁目

に在住の方外２名が所有する、緑区平山町及び若葉区中野町の農

地に、賃借権を設定するものです。 

 

面接した権利者によりますと、権利者は、申請地に設置されて

いる農業用ハウスを活用して、権利者が北杜市において生産して

いる作目であるトマトを栽培します。事業の拡大と経営安定化を

進めたいとのことです。 

事前審査第１班としましては、農地法第３条第２項各号の「全

部効率利用要件」、「農作業の常時従事要件」、「下限面積要件」及

び、「地域調和要件」等に適合しており、第１項につきましては、

それらに加え、同法第３条第３項各号の「解除条件」、「地域にお

ける役割分担」及び「業務執行役員のうち一人以上の者が農業に

常時従事する」等に適合しており、許可要件の全てを満たしてい

るものと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査第１班班長の説明について、質問、意見

等がありましたら、お願いいたします。 

 

 第１項ですが、議案書をみると新規就農の地積が約８５アール

と非常に経営規模が大きくなっております。 

通常新規就農される方は農地取得の下限面積である４０アール

を若干超えるあたりから経営をスタートするのが一般的だと思い

ます。従事者が１人と書いてありますが、代表社員１人で８５ア

ールも耕作が出来るのか、というのが１点目の質問です。 

次に資料の２ページですが、落花生が２反歩、１５０万円の売

り上げがあると書いてあります。自分も落花生を作っていますが、

２反歩で１５０万円は多すぎるのではないでしょうか。 

サツマイモも５畝作って４０万円、ゴボウも２反歩つくって９

９万円と、落花生・サツマイモ・ゴボウの収益がちょっと多すぎ

るのではないかと思います。この辺は農政センターでチェックさ

れているのでしょうか。 

 以上２点ご質問します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𣘺本委員 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

事前審査第１班長 

(伊原班長） 

 

 

 

 

本法人は合同会社ですので、議案書には役員として構成してい

る方のみを代表者１人として記載していますが、その他に委託と

いうかたちで一緒に作業する方が、代表者と同じく２００日程度

従事するため、常時従事する者としては概ね２名が予定されてお

ります。また、今後臨時の職員の雇用も考えている、とのことで

す。 

 次に収益の見込みが過大なのではないか、というご質問ですが、

代表の方は新規就農者ではありますが、親戚の方の農地で生産・

販売の経験を積んでおり、現在の出荷先での実際の販売額を勘案

してこの金額を算出しています。 

また、農産物をそのまま販売するのではなく、加工して付加価

値の高い製品を出荷するということで高めの設定をしているこ

と、また、販売先で信頼があり価格が安定している、ということ

が金額設定の理由であると聞いています。 

 

 権利者がそのように説明をしているのであれば、やむを得ませ

んが、申請時に農業経営実施計画書を提出してもらった方が良い

のではないでしょうか。また、新規就農者なので農政センターに

バックアップして頂くよう要望します。 

 

他に質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第１号は、許可と決定いたし

ます。   

次に議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を上程いたします。 

 事前審査第１班班長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

第１項から第８項につきましては、現地調査を実施いたしまし

たので、その結果も併せてご説明いたします。 

 

はじめに第１項です。 

お手元の資料６ページから８ページをご参照ください。 
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資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、貸駐車場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、千葉市都市モノレール千城台駅から南東に約２キ

ロメ－トルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅が混在しております。 

被害防除は、雨水を自然浸透で処理します。 

 

次に第２項です。 

本案件は、次の第３項及び第４項と一体案件ですので、一括し

てご説明いたします。 

お手元の資料９ページから１１ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、墓地用地および駐車場用地とするため、所有権を移

転するものです。 

申請土地は、大宮インターチェンジから北東に約２キロメート

ルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と墓地が混在しております。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

排水につきまして第２項は、汚水は汚水管に接続し、雨水は 

貯留施設で流出抑制後、雨水管に接続します。 

 

第３項及び第４項につきましては、雨水を側溝に放流します。 

他法令関係は、墓地・埋葬等に関する法律に該当し、現在手続

き中です。また、都市計画法に該当し許可済です。 

 

次に第５項です。 

本案件は、次の第６項と一体案件ですので、一括してご説明い

たします。 

お手元の資料１２ページから１４ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、資材置場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、中野インターチェンジから北西に約１．４キロメ
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ートルに位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と山林が混在しております。 

被害防除は、土堰堤を設置し、土砂の流出を防止します。 

また、雨水を、自然浸透で処理します。 

 

次に第７項です。 

お手元の資料１５ページから１７ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、太陽光発電施設用地とするため、所有権を移転する

ものです。 

申請土地は、高田インターチェンジから西に約９００メートル

に位置する農地です。 

農地区分は、農業公共投資の入っていない小集団の生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断いたしました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅が混在しております。 

被害防除は、盛土を設置し、土砂の流出を防止します。 

また、雨水を自然浸透で処理します。 

 他法令関係は、再生可能エネルギー特別措置法に該当し、認定

済みです。 

 

次に第８項です。 

お手元の資料１８ページから２０ページをご参照ください。 

資料は位置図、公図、土地利用計画図を添付しております。 

本案件は、障害福祉サービス事業所用地とするため、所有権を

移転するものです。 

申請土地は、蘇我インターチェンジから東に約１キロメ－トル

に位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地で 

１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と判断

しました。 

現況は休耕地で、周辺は農地と住宅が混在しております。 

被害防除は、ブロックを設置し土砂の流出を防止します。 

排水につきましては、汚水は汚水管に接続し、雨水は浸透施設

にて流出抑制後、側溝へ接続します。 

他法令関係は、都市計画法に該当し、現在、手続中です。 
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次に第９項です。 

資料は２１ページをご参照ください。 

本案件は、建売分譲住宅用地とするため、所有権を移転するも

のです。 

申請土地は、ＪＲ幕張駅から北東に約７００メ－トルに位置す

る農地です。 

農地区分は、一筆は、水道管、下水道管が埋設された道路の沿

道の区域で、申請地から５００メートル以内に、中学校と小学校

があることから第３種農地と判断し、他の一筆については、幕張

駅から１キロメートル以内の農地であることから第２種農地と判

断いたしました。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 

また、汚水は汚水管に接続し、雨水は浸透施設にて流出抑制後

に側溝へ接続します。 

他法令関係は、都市計画法に該当し、現在、手続中です。 

 

次に第１０項です。 

資料は２２ページをご参照ください。 

本案件は、駐車場用地とするため、賃借権を設定するものです。 

申請土地は、千葉東インターチェンジの南に位置する農地です。 

農地区分は、市街地の区域等から５００メートル以内の農地で 

１０ヘクタール未満の広がりであることから、第２種農地と判断

しました。 

被害防除は、土留めを設置し、土砂の流出を防止します。 

また、雨水を自然浸透で処理します。 

 

次に第１１項です。 

本案件は、次の第１２項と一体案件ですので、一括してご説明

いたします。 

資料は２３ページをご参照ください。 

本案件は、資材置場用地とするため、所有権を移転するもので

す。 

申請土地は、モノレール千城台駅から南西に約１．４キロメー

トルに位置する農地です。 

農地区分は、水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域

で、申請地から５００メートル以内に、小学校と保育所があるこ

とから第３種農地と判断しました。 

被害防除は、ブロックを設置し、土砂の流出を防止します。 
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議長 

（長谷部会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

また、雨水は自然浸透で処理します。 

事前審査第１班としましては、申請内容等に特に問題は無いも

のと判断し、許可相当と意見決定いたしました。 

 説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

事務局より補足説明をお願いします。 

 

第１項について、事前審査会で質疑のあった事項について、補

足説明をいたします。 

本案件の事業計画において、雨水は自然浸透処理とすることに

つき、排水計画が十分検討されていないのではないか、との意見

がありました。 

これについて、下水道整備を所管する下水道維持課に本案件の

雨水処理について妥当性を照会したところ、法的な側面につき問

題はないとの回答を得、これについては事前審査会においてご報

告したところです。 

更に詳細な検討を行いましたので結果をご報告いたします。 

道路側溝について管理を行っている土木管理課に、詳細情報を

提供し、意見聴取をしたところ、雨水排水処理の事業計画につい

ては、概ね適当であるとのことでした。 

ただし、駐車台数が多いことから、側溝のふたについて強度の

あるものが適当かもしれないので、土木事務所との協議をしてほ

しいとの指摘があったため、これについて権利者へ協議を促した

ところ、土木事務所との協議は終了したとの報告を受けておりま

す。 

事務局からの補足説明は以上です。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長及び事務局からの説明につい

て、質問、意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

――― 質問・意見等なし――― 

 

質問、意見等無いようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 
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（長谷部会長） 

 

 

 

 

事前審査第１班長 

(伊原班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 𣘺本委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

賛成全員でございますので、議案第２号は許可と決定いたしま

す。 

次に議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について

（一時転用）」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、ご説明願います。 

 

説明いたします。 

議案書の９ページをご覧ください。 

 

第１項です。 

資料は、２４ページの位置図をご覧ください。 

 本件は、東京都港区に本社を置く法人が、若葉区中田町におい

て太陽光発電施設建設を行うにあたり、同区同町に在住の方が所

有する同区同町の畑、１筆に使用貸借権を設定し、一時的に「通

路及び資材置場用地」として使用したい、というものです。 

一時転用期間は、許可承認日から令和３年５月３１日までとな

ります。 

 砕石敷とし、被害防除対策は、ブロックにて土砂の流出を防止

します。雨水は自然浸透です。 

 なお、当該地については、以前、別の会社が一時転用許可を受

けていましたが、事業が行われなかったため、許可期間が切れて、

新たに議案書に記載の別会社により一時転用許可申請が出された

ものです。 

事前審査第１班といたしましては、特に問題ないものと判断し、

許可相当と意見決定いたしました。 

以上でございます。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、

意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

 本件は、以前も申請の出ていた、山林を開発しその下側の土地

改良区の田を一時転用するという案件でしょうか。 

 

 同じ地区で行っている太陽光発電施設の建設にあたって、資材

置き場として使用したいというもので、平成３０年３月１７日ま

でで一時転用許可を行っていたものですが、以前の会社は業務不

能な状態となり、ここでの太陽光発電施設建設が停止しており、

議案書記載の別の会社が新たに資材置き場として一時転用を申請
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議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

事前審査第１班長 

(伊原班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

しています。 

 

他に質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、許可することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第３号は、許可と決定いたし

ます。 

次に議案第４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願に

ついて」を上程いたします。 

事前審査第１班班長、ご説明願います。 

 

説明いたします。 

議案書の１０ページをご覧ください。 

第１項です。 

東京都豊島区北大塚在住の方、他１名が所有しております、花

見川区三角町の畑１筆、面積９１８平方メートルについて、買取

り申出者の父が農業の主たる従事者であったことを、５月３０日

の現地調査により、大宮推進委員に確認していただきました。買

取り申出の事由は、農業従事者の「死亡」によるものです。 

以上でございます。 

 

ただいまの、事前審査第１班班長からの説明について、質問、 

意見等がありましたら、お願いいたします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査第１班班長の説明のとおり、承認することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第４号は、承認と決定いたし

ます。 

次に議案第５号「千葉市農用地利用集積計画（案）の決定につ
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事前審査第１班長 

(伊原班長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて」を上程いたします。 

それでは、事前審査第１班長、説明をお願いします。 

 

ご説明いたします。 

本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、市長より農業委員会に対して、農用地利用集積計画（案）の

適否についての判断を依頼されたものです。 

議案書の１１ページをご覧ください。 

第１項から第３項は、権利者が同一のため一括してご説明しま

す。大網白里市金谷郷在住の農家の方が、緑区下大和田町在住の

方、他３名の所有する緑区下大和田町の畑３筆、合計面積５，８

９３平方メートルに賃借権を新たに設定するもので、設定期間は

３年です。なお、権利者の作付品目は、落花生、アスパラガスで

す。 

 

１２ページをご覧ください。 

第４項は、緑区大木戸町在住の農家の方が、同町在住の方の所

有する同町の畑３筆、面積４，７８３平方メートルに賃借権を新

たに設定するもので、設定期間は３年です。 

権利者の作付品目は、キャベツ、大和芋、ニンジンです。 

 

次に１３ページになります。 

第５項から第７項は、権利者が同一のため一括してご説明しま

す。 

花見川区長作町在住の農家の方が、緑区下大和田町在住の方、

他４名の所有する緑区下大和田町の畑６筆、合計面積１９，８６

７平方メートルに賃借権を新たに設定するもので、設定期間は６

年です。権利者の作付品目は、そば、落花生です。 

 

第８項は、緑区おゆみ野在住の農家の方が、同区高津戸町在住

の方の所有する同区大高町の畑５筆、合計面積４，４０２平方メ

ートルに賃借権を引き続き設定するもので、設定期間は６年です。

権利者の作付品目は、落花生、里芋、サツマイモ、レタスです。 

  

次に１５ページになります。 

第９項は、緑区平川町在住の農家の方が、同町在住の方の所有

する同町の畑５筆、合計面積１１，５５９平方メートルに使用貸

借権を引き続き設定するもので、設定期間は６年です。権利者の
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事務局 

 

作付品目は、ニンジン、落花生です。 

 

第１０項から１９ページの第１７項までは、農地中間管理機構

の千葉県園芸協会が実施する農地中間管理事業に係る案件のた

め、一括してご説明します。 

千葉県園芸協会が若葉区五十土町在住の方、他７名の所有する

畑１１筆、合計面積２９，０４３平方メートルに賃借権を設定す

るもので、設定期間は５年です。 

これら第１０項から第１７項は、農地中間管理機構が作成する

議案第６号の「農用地利用配分計画案」に基づいて、千葉県の認

可を経て貸付けられます。 

第１項から第１７項の合計面積は７５，５４７平方メートルで

す。 

本計画（案）は、本市において基本構想に適合するとともに、

権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時

従事するものとして作成されたものです。 

第１項から第９項について、利用権の受け手要件に適合し、農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

判断されます。 

議案第５号についての説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査１班の説明について、質問、意見等ござ

いましたらお願いします。 

 

 議案書１１ページの第１項から３項までは同一人の申請です

が、権利者の方の現在の経営面積がゼロであることから、新規就

農者で、農業経営基盤強化促進法の利用権設定事業により農地を

借りようとされる方だと思います。 

この方は若い方ですので、農業次世代人材投資事業の対象とな

るかと思われますが、いかがでしょうか。 

また、新規就農者が農地法第３条の規定により農地を借りる際

は営農計画書を提出したり、面接を行っております。農業委員会

がチェックを行うためには、利用権設定事業より農地法３条で貸

し借りを行った方が良いのではないでしょうか。 

 

 おっしゃるとおり、この方は認定新規就農者です。 

青年等就農資金については活用することが決まっておりまし
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て、農業次世代人材投資資金についても活用できるかどうか農政

センターが中心となってご相談を承っているところです。 

 

農地法第３条の規定により農地を借りられる新規就農者の方に

ついては、営農計画書を提出して頂いて中身を吟味し、事前審査

会において面接も行っています。この方は農業経営基盤強化促進

法による利用権設定の手続きを行っているため、書類のチェック

は農政センターで行っているということですが、私は新規就農の

方は農業委員会の中で審査を行う方が好ましいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

 認定新規就農者については農政センターの就農準備会に参加

し、研修を受けて頂きますが、この方については市の計画に沿っ

てプランを作成して頂いた方なので、市の「基本構想」に適合す

る方として、農用地利用集積計画により権利移動を行うことがで

きるものとして取扱っています。 

農地法第３条での申請のみならず、農用地利用集積計画に載っ

ているものについても、農政センターが中心とはなっていますが、

営農計画についてはきちんと審査しており、研修などで市の方で

支援しております。 

 農地法第３条と利用権設定事業のいずれの方法により貸し借り

を行うかはご本人の選択によります。 

  

選択権は本人にあるので、こちらからいう事ではないのですが、

できれば事前審査会において、既に農政センターで営農計画書を

提出してもらっており、面接もそこで受けてもらっている旨を説

明して頂きたいと思います。 

何も説明がないと、農地法第３条により貸し借りを行っている

方は面接まできちんと行っている、利用権設定事業により貸し借

りを行っている方はそういった手続きがない、というように不公

平に見えてしまいます。個人的な意見だが今後宜しくお願いしま

す。 

 

自分もそうなのですが、新規就農者には色々なサポートがあっ

た方がいいと思います。 

農政センターのサポートの中で近くの落花生を作っている方

や、農業をよく知っている方の紹介をしてあげて頂きたいです。 

就農準備会の中でそのようなプログラムがないのであれば、農
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業委員会や農地利用最適化推進委員を紹介して頂きたいと思いま

す。 

 

  新規就農の方については、担当地区の最適化推進委員にこう

いった方が新規就農している、ということを情報提供し、相談に

乗って頂いたり、地域の方を紹介するようお願いしています。 

 

他に質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

事前審査１班の説明のとおり、決定することに賛成の方は、挙

手願います。 

  

――― 挙 手 ――― 

 

賛成全員でございますので、議案第５号は、原案どおり決定と

いたします。 

  

次に議案第６号「農用地利用配分計画案に係る意見について」

を上程いたします。 

事前審査第１班長、説明をお願いします。 

 

議案書の２０ページをご覧ください。 

本案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により、市長より農業委員会に対して、農用地利用配分

計画案についての意見を求められたものです。 

意見聴取後、農用地利用配分計画の県の認可を受け、機構と担

い手の貸借が成立します。  

 

第１項ですが、若葉区五十土町、佐和町、川井町の畑７筆、面

積計７，３００平方メートルを、若葉区大広町の農家の方に賃借

権設定するもので、期間は、県の認可・公告の日から令和６年６

月３０日までの約５年間となります。 

なお、権利の設定を受ける者の作付品目は、麦、そばです。 

 

第２項ですが、若葉区野呂町の畑３筆、面積計１９，７６０平

方メートルを、中央区今井町の農家の方に賃借権設定するもので、

期間は、県の認可・公告の日から令和６年６月３０日までの約５

年間となります。 権利の設定を受ける者の作付品目は、そばです。 
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次に２１ページになります。 

第３項ですが、緑区平川町の畑１筆、面積１，９８３平方メー

トルを、佐倉市春路の農家の方に賃借権設定するもので、期間は、

県の認可・公告の日から令和６年６月３０日までの約５年間とな

ります。 権利の設定を受ける者の作付品目は、ブルーベリーです。 

本案件は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」第１８条第

４項各号に規定する要件を満たしているものと判断いたします。  

 議案第６号の説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまの、事前審査１班の説明について、質問、意見等ござ

いましたらお願いします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

 質問、意見等ないようですので、採決いたします。 

農用地利用配分計画について、「意見なし」と決定することに賛成

の方は、挙手願います。 

 

――― 挙 手 ――― 

 

 賛成全員でございますので、議案第６号は、「意見なし」と決定

いたします。 

以上で審議案件は終了しましたので、報告案件について、第１

号から７号までを一括して上程いたします。 

 事務局より説明願います。 

 

報告案件について、ご説明いたします。 

 

議案書の２２ページをご覧ください。 

報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出について」は、

相続等により農地の権利を取得した旨の届出があったもので、議

案書の２３ページまでに５件ございました。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交

付いたしました。 

 

議案書の２４ページをご覧ください。 

報告第２号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ
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いて」は、市街化区域内の農地を転用するため、その旨の届出が

あったもので議案書の２６ページまでに１６件ございました。 

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交

付いたしました。 

 

議案書の２７ページをご覧ください。 

報告第３号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出につ

いて」は、土地所有者以外の者が市街化区域内の農地を転用する

ため、その旨の届出があったもので、議案書の３１ページまでに

３２件ございました。 

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しておりましたので、全項受理通知書を交付

いたしました。 

 

議案書の３２ページをご覧ください。 

報告第４号「農地法第１８条第１項第４号の規定による届出に

ついて」は、届出に係る農地について賃借人が適正に利用してい

ないと認められる場合、契約解除の前にあらかじめ届出がされる

もので、１件ございました。 

農業委員・農地利用最適化推進委員による現地調査を行った結

果、適正に利用されていないことを確認しましたので、届出書を

受理いたしました。 

 

議案書の３３ページをご覧ください。 

報告第５号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

は、農地所有者と借り手の耕作者の双方の合意による賃貸借の解

約について農業委員会に通知するもので、２件ございました。 

添付書類も含め完備しておりましたので、通知を受理いたしまし

た。 

 

議案書の３４ページをご覧ください。 

報告第６号「地目変更登記に係る照会に対する回答について」

は、議案書の３５ページまでに１９件ございました。 

申請地の現況について、農地であるか非農地であるか法務局か

ら照会があったもので、農業委員による現地調査を行った結果、

いずれも、内容につきましては、記載のとおりであり、法務局に

回答済みでございます。 



 

 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

議場 

 

議長 

（長谷部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書の３６ページをご覧ください。 

報告第７号「千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第

４条）」は、１件ございました。 

内容につきましては、５月の総会で審議されたもので、５月１

６日に開催された千葉県農業会議より「許可相当」との回答があ

り、許可指令書を交付いたしました。 

 

議案書の３７ページをご覧ください。 

報告第８号「千葉県農業会議への諮問に係る答申について（第

５条）」は、３件ございました。 

本件についても、報告第７号と同様に５月の総会で審議され、

５月１６日に開催された千葉県農業会議より「許可相当」との回

答があり、許可指令書を交付いたしました。 

 

報告案件につきましては、以上でございます。 

 

 ただいまの報告第１号から第７号について、質問、意見等ござ

いましたらお願いいたします。 

 

――― 質問・意見等なし ――― 

 

質問、意見等無いようです。 

これらは報告案件でございますので、ご承認いただきたいと存

じます。 

 

以上をもちまして、令和元年度第３回千葉市農業委員会総会を

閉会いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、慎重審議を賜りまして、あ

りがとうございました。 

  

閉  会 （午前１１時４０分） 

 


